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平成２９年第３回教育委員会定例会 

 

日 時 平成２９年３月２８日（火）  開会：午後５時３０分 

                     閉会：午後７時１１分 

 

場 所 教育委員室 

 

出 席 委 員 委 員 長 菅谷 正美 

      委員長職務代理者 鈴木 敏夫 

      委 員 冨尾 則子 

      委 員 海沼 マリ子 

      教 育 長 中島 豊 

 

出席理事者 教 育 次 長 本城 善之 

      庶 務 課 長 品川 義輝 

      学校計画担当課長 篠田 英夫 

      学 務 課 長 有馬 勝 

      指 導 課 長 熊谷 恵子 

      教育総合支援センター長 村尾 勝利 

      品川図書館長 木村 浩一 

      統括指導主事 山本 修史 

 

事務局職員 庶 務 係 長 小林 則雄 

      文化財係長 寺門 雄一 

      書 記 和田 祐磨 

      書 記 高下 聖矢 

 

傍 聴 人 数 １名 

 

そ の 他 品川区教育委員会会議規則第16条の規定に基づき、会議の一部を 

非公開とした。 
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次第 

第 28号議案 教育委員会職員の人事異動について 

第 29号議案 審査請求について（品教行審第5号） 

第 30号議案 品川区文化財の指定について 

第 31号議案 品川区教育委員会教育長の職務代理者に関する規則について（新

設） 

第 32号議案 品川区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則につい

て 

第 33号議案 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則について 

第 34号議案 学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の

一部を改正する規則について 

第 35号議案 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

について 

第 36号議案 学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 

第 37号議案 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を

改正する規則について 

第 38号議案 学校教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

について 

第 39号議案 幼稚園教育職員の任免等について（採用） 

第 40号議案 都費教職員の任免等に関する内申について（休職） 

報告事項 1 学事制度審議会第6回の報告について 

報告事項 2 平成28年度インフルエンザ様疾患による臨時休業措置状況につ

いて 

報告事項 3 学力定着度調査の実施について 

報告事項 4 都費教職員の任免等に関する内申について（普通退職） 

そ の 他 平成29年4月の行事予定について 
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平成２９年第３回教育委員会定例会 

平成２９年３月２８日 

 

 

【菅谷委員長】  ただいまから、平成２９年第３回教育委員会定例会を開会いたします。

署名委員に冨尾委員、海沼委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 本日は、傍聴の方がおられますので、お知らせいたします。 

 まず初めに、会議の持ち方でございますが、日程第１、第２８号議案 教育委員会職員

の人事異動について。日程第１、第２９号議案 審査請求について。日程第１、第３９号

議案 幼稚園教育職員の任免等について（採用）。日程第１、第４０号議案 都費教職員の

任命等に関する内申について（休職）。日程第２、報告事項４ 都費教職員の任免等に関す

る内申について（普通退職）の会議の持ち方について、お諮りいたします。 

 日程第１、第２９号議案は、個人情報に関する案件、その他は人事に関する案件ですの

で、品川区教育委員会会議規則第１６条の規定に基づき非公開の会議といたしますが、ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  異議なしと認め、本件については全ての日程の終了後に審議いたしま

す。 

 それでは、本日の議題に入ります。日程第１、第３０号議案 品川区文化財の指定につ

いて、説明をお願いします。 

 庶務課長。 

【庶務課長】  それでは、私のほうから第３０号議案 品川区文化財の指定について、

ご説明をさせていただきます。 

 品川区の文化財でございますが、品川区文化財保護条例第４条の１項の規定に基づきま

して、文化財のほうを指定してございます。今回の指定文化財につきましては、資料３を

ごらんいただきますと、有形文化財絵画、絹本着色 宝塔絵曼荼羅となってございます。

所在地につきましては、品川区の南品川２丁目８番２３号です。現在、改築の工事をして

ございます城南小学校の隣に天妙国寺があります。そこに保管をされているものでござい

ます。 

 それでは、こちらの絹本着色 宝塔絵曼荼羅の詳細な説明につきましては、事務局より

させていただきます。 

【文化財係長】  資料の２ページ及び写真が６ページ、７ページにございますので、そ

ちらをごらんください。 

 今回、建議いたしますのが、天妙国寺所蔵の絹本着色 宝塔絵曼荼羅でございます。所

在地及び所有者は、南品川２丁目８番２３号の天妙国寺でございます。 

 制作年代は、南北朝時代。１４世紀半ばに当たります。 

 数が一幅、寸法は、縦１０４.４センチメートル横５２.１センチメートルでございます。 

 以下、２ページ以降、美術史的な見地としまして成城大学文芸学部の相澤先生、それか

ら、仏教史的見地としまして立正大学仏教学部教授の寺尾先生のご見地をいただいており

ます。 
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 文章が長くなっておりますので、端的にご説明させていただきたいと思います。 

 まず、曼荼羅とは、仏や菩薩の教えを描いた絵画でございます。一般的なものは、真言

密教の教えに基づいて描かれた、マトリックス状になっており、そこで仏教の世界を抽象

的に表したものかと思います。 

 ところが、日蓮宗におきましては、仏の教え、特に法華経の教えを具体的に文字を用い

て曼荼羅としました。これを曼荼羅本尊といいます。一般的にはその形から髭曼荼羅とい

いまして、同じ天妙国寺で区の指定文化財となっている、日什という人が書いた曼荼羅が

それにあたります。 

 その文字から絵画にしたものが、今回、お諮りする絵曼荼羅でございます。絵曼荼羅は

日蓮が生きていた時代からあったというふうに言われていますけれども、現存最古のもの

は三島市と京都市にあるお寺がお持ちのもので、ともに１４世紀鎌倉時代の最後のころの

ものとされております。今回、お諮りする天妙国寺のものは、それに次ぐ時代のものとい

うふうに言われています。 

 その絵曼荼羅ですけれども、江戸時代の初めごろまででして、大体、現存するものが３

５点余りしかございません。今回お諮りするものは、その中の１点ということになります。 

 絵曼荼羅の表現としまして、資料の写真の真ん中の丸の中に、多宝塔がありお釈迦様と

多宝菩薩がいますが、その多宝塔があるものとないもので、絵曼荼羅は大別でき、前者を

宝塔絵曼荼羅といいます。また塔の中の釈迦・多宝両尊の姿により様々なバリエーション

がありますが、この資料は釈迦・多宝両尊が合掌し、ともに宝冠を被るという姿をしえお

ります。 

 このような姿の釈迦・多宝両尊を本尊とするのは、日蓮宗の中でも日汁門流でして、そ

のいわば本山は千葉県市川市中山の法華寺です。日什門流の諸寺院でも同じ姿の釈迦・多

宝両尊を本尊がありますが、天妙国寺の前身の妙国寺は日什門流の有力寺院でした。天妙

国寺には、今回お諮りいただいております曼荼羅のほかにも、仏様として同じ形の仏像が

ございます。 

さてこの資料は宝塔絵曼荼羅の中でもかなり時期の早いものでして、一番早いといわれ

ている京都の本法寺のもの、これは１４世紀の鎌倉時代に描かれたとされるのですが、そ

れに次ぐものであるというふうに考えられております。 

 さらに、この資料とそっくりの絵柄のものが、横浜市の本興寺というお寺にもございま

して、私もホームページで拝見したのですが、若干、色は違うのですが、仏の配置等が同

じになっております。このように同じ配置、同じレイアウトという絵曼荼羅は、この３５

点余りある中でも、同一というものがこの本興寺と天妙国寺の一組しかないということで、

非常に珍しいというふうに言われています。両寺院とも、かつては日什門流に属しており、

宗教学的に興味深いということでございます。 

 また、これの制作についても、果たしてどういうふうにつくったのか。例えば片方を模

写してつくられたのか、両方とも同じ工房・絵師がつくったかというのも、今後、両方を

より研究することによって、研究が深まるのと思われ、絵画史的にも注目すべき資料であ

るといえます。そして、いつ妙国寺に入ったかということも、品川の歴史を考える上でも

興味深いといえます。 

 続いて、３番、美術史から見た評価を相澤先生のほうに頂戴しまして、上から２番目、
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画絹はというところでございますけれども、剥落等も目立って、ちょっと傷んではおりま

すが、古い時代のものにしては非常に良好とのことです・釈迦・多宝両尊とも、お体は金

泥、それから、肉線は墨で描いたあと、朱でなぞっているということで、写真の２枚目に

アップしたものがございます。 

 法服、お召し物のほうは、切金、つまり細かく切った金箔が張られているというのが注

目される点です。また、衣のほうもちょっと蓮華座に垂れているのも特徴として考えられ

るというふうにされております。 

 あと、資料の下から２つ目の段落ですけれども、二明王とか四天王等々もいろいろな描

き方で描かれているものの、切金は見られないのが特徴であり。日輪は金泥、月輪は銀泥

で描かれていることが明らかになりました。 

 このような特徴というのは、このページの最後の段落ですが、鎌倉時代の仏画の典型的

な特徴であるものの、仏様の体躯がやや張りがなくなって小ぢんまりとして、顔も、２枚

目の写真にあるように、ちょっと子供っぽいような形が見え、全体的に弛緩したような表

現が目立つとしています。よって、鎌倉時代よりもちょっと時代が行った南北朝期に入っ

たところ、１４世紀半ばのころの作であろうとお考えでいらっしゃいます。 

 このように、もともと関東から伝来した中世絵画というのは、東京でも例が非常になく

て、希有な作品であるというのが、美術史的な評価でございます。 

 相澤先生も寺尾先生と同じように、横浜市の本興寺の宝塔絵曼荼羅との類似に注目して

いらっしゃいます。絵曼荼羅が京都に伝わりますと、複雑なデザインとなっていきます。

それに対し、天妙国寺・本興寺の絵曼荼羅はシンプルな構図が基調であり、それは中山本

流、つまり日什の門流の仏画として非常に意味深いんじゃないかというような結論をいた

だいております。 

 両先生の評価としましては、南北朝期までさかのぼれる仏画は、関東では鎌倉も含めて

希少であり、特に日蓮宗（法華宗）独特の中世仏画というのは貴重とのことです。 

 同宗特有の絵曼荼羅の中で、江戸初期までに制作されたものは３５点余りしか残ってお

らず、その中でも本図の制作年代は古く、仏教史的・美術史的に刮目すべき資料である。

さらに、所蔵寺院と同じ日什門流の横浜市本興寺本と唯一の同一画像であり、南北朝期の

同門流を考察する上で貴重な示唆を与えているというふうにされています。 

 品川区という見地から見ますと、さらに室町期・戦国期に海運業で隆昌した品川を代表

する寺院である天妙国寺の所蔵であり、その前代、つまり南北朝期にも文化地帯としての

よすがをもうかがわせる歴史資料として、その存在は極めて大きなものがあるというふう

に評価をいただいております。 

 以上です。 

【庶務課長】  今、ありましたとおり、文化財保護条例の３９条により、教育委員会か

ら事前に文化財保護審議会に、この指定につきまして諮問をしてございます。 

 ３月２４日に文化財保護審議会が行われまして、その中では、こちら曼荼羅については、

品川区にとって大変貴重なものであり、ぜひ、文化財に指定するべきであるという答申を

いただいております。 

 以上で説明のほうを終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

【菅谷委員長】  質疑はございますでしょうか。 
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 鈴木委員長職務代理者。 

【鈴木委員長職務代理者】  こういった相澤先生、寺尾先生がしっかりとご意見を出し

ていただいて、なおかつ審議会のほうでもきちんとそういう形で審議していただいている

という状況から判断して、異議はないものと思いますが、いかがでしょうか。 

【菅谷委員長】  海沼委員、よろしゅうございますね。 

【海沼委員】  はい。 

【菅谷委員長】  それでは、品川区文化財の指定について採決いたしますが、ご異議は

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  それでは、採決いたします。本件は、原案どおり可決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  異議なしと認め、本件は原案どおり可決することと決定いたします。 

 次に、日程第１、第３１号議案 品川区教育委員会教育長の職務代理者に関する規則に

ついて（新設）、説明をお願いいたします。 

 庶務課長。 

【庶務課長】  それでは、私から第３１号議案 品川区教育委員会教育長の職務代理者

に関する規則について、ご説明のほうをさせていただきます。 

 先般、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴いまして、教育長と教育委

員長の職が統合され、新教育長に一本化されております。ただ、品川区では経過措置とし

まして、現教育長の任期である４月１２日までは現行の体制をとっておりますが、４月１

３日以降につきましては、新体制になることに伴いまして、この規則のほうを新たに新設

してございます。 

 それでは、資料の４番をごらんください。 

 第１条でございます。第１条は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第

２項に、教育長に事故があるとき、または教育長が欠けたときは、あらかじめその指名す

る委員がその職務を行うとなっております。この法律の中には、あらかじめその指名する

委員がという表現になっておりまして、ここにあります職務代理者という表現が使われて

おりませんので、しっかりと職務代理者という表現を使うために、新たに職務代理者に関

する規則ということで設けております。 

 第２条をごらんください。 

 職務代理者は、法第１３条第２項の規定に基づき、あらかじめ教育委員会の委員のうち

から指名するとなっております。 

 要するに、新教育長が欠けたときに職務代理者が新たに業務を行うということを示して

ございます。 

 続きまして、第３条になります。 

 第２条の規定により指名された職務代理者は、法第２５条第４項の規定に基づきとあり

ます。これにつきましては、教育長の行う業務の中で、一般の事務職員に権限を委任する

ことができる業務となっております。教育長に委任された事務その他教育長の権限に属す

る事務の一部を次に掲げるところにより教育委員会事務局の職員に委任することができる
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となっておりまして、第１順位としまして教育次長、第２順位としましては庶務課長とな

っております。 

 これは、まだ現行、有効ではあるのですが、品川区教育委員会教育長の職務代理者の指

定に関する規則がございます。要するに、今の教育長の業務を教育次長、庶務課長に何か

あったときには委任しますという規則があるのですが、これが新教育長体制で行うことに

よりまして、この規則が有効ではなくなるため、新たにこの職務代理者に関する規則を設

けて対応をするという部分でございます。 

 説明は以上になります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

【菅谷委員長】  質疑はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、品川区教育委員会教育長の職務代理者に関する規則について（新設）、採決い

たしますが、ご異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  それでは、採決いたします。本件は、原案どおり可決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することと決定いたします。 

 次に、日程第１、第３２号議案 品川区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規

則について、説明をお願いいたします。 

 庶務課長。 

【庶務課長】  それでは、私のほうから第３２号議案 品川区教育委員会事務局処務規

則の一部を改正する規則のほうをご説明させていただきます。 

 こちらは、資料５番をごらんください。 

 ５番をごらんいただきまして、ページをおめくりいただきますと、こちらは新たに既存

のものを直すという形で、今回、議案のほうを上げておりますので、次ページに新旧対照

表がございます。右側が旧規則になっております。左側が新規則となってございます。変

更する部分につきましては、アンダーラインを引いてございます。 

 まず、この規則なんですけれども、これは教育委員会内にある各所属です。庶務課、学

務課、指導課とございます。その中で、指導課の人事係はどういう仕事をしなければいけ

ないかということを定義している規則でございます。 

 この中で指導課の教職員人事係の部分です。こちらの旧規則のほうを見ていただきます

と、（７）で定義をしております品川区教職員互助会に関すること。こちらが新規則ではな

くなっております。これは、品川区教職員互助会が解散になったことに伴いまして、ここ

の部分の業務をなくすということでございます。 

 それから、（８）が繰り上げで（７）に変更するということでございます。 

 続きまして、学校地域連携係、これも同じく指導課なんですが、ここの（２）です。プ

ラン２１の推進に係わる会議および調整に関すること。これは現在、学事制度審議会等を

行っているところで、品川の教育改革を進めていくということも含めまして、文言をプラ

ン２１から教育改革というように変更するものでございます。 

 説明は以上になります。よろしくご審議をお願いいたします。 

【菅谷委員長】  質疑はございませんでしょうか。 
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 それでは、品川区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について採決いたし

ますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  それでは、採決いたします。本件は、原案どおり可決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することと決定いたします。 

 次に、日程第１、第３３号議案 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例施行規則の一部を改正する規則について並びに第３４号議案 学校教育職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について、以上、一括して説明

をお願いいたします。 

【指導課長】  それでは、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則及び学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則について、ご説明いたします。 

 資料６をごらんください。 

 両案は、育児休業、介護休業と育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

改正が行われたことを踏まえ、第１回定例会本会議において可決、成立いたしました、勤

務時間条例の改正に伴い所管の所要の改正を行うものであります。 

 主な改正内容といたしましては、深夜勤務の制限等に係るこの範囲を拡大いたします。

また、超過勤務の免除の申請の請求権者に、要介護者の介護を行う職員を新たに加えます。

前段につきましては、この範囲が増えたということで、その項がずれたことから長い文章

になっておりますが、８ページの第３０条の２をごらんいただければと思います。 

 その他、１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが認められる休暇である介護時間

が新設されたことに伴いまして、その承認期間等を定めることといたします。具体的な取

得方法としては、第３０条の２の２に書かれておりますように、１日の勤務時間の始め、

または終わりに、１日につき２時間を超えない範囲内で３０分を単位として取得できるも

のと規定いたします。 

 これらの改正に伴い、両規則中の各様式についても所要の改正を行うことといたします。

この両規則につきましては、平成２９年４月１日から施行するものであります。 

 説明は以上でございます。 

【菅谷委員長】  質疑はございませんでしょうか。 

 今、幼稚園のほうのあれですから、学校教育職員のほうも同じということですか。 

 指導課長。 

【指導課長】  幼稚園教育職員の資料を活用して説明いたしましたけれども、同じもの

でございます。 

【菅谷委員長】  はい。質疑はございませんか。よろしいでしょうか。 

 それでは、第３３号議案、第３４号議案について採決いたしますが、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  それでは、採決いたします。本件は、原案どおり可決することにご異
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議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することと決定いたします。 

 次に、日程第１、第３５号議案 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正

する規則について並びに第３６号議案 学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則について、以上を一括して説明をお願いいたします。 

 指導課長。 

【指導課長】  それでは、幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規

則及び学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則について、ご説明いた

します。どちらも同じ内容ですので、資料の８を使ってご説明させていただきたいと思い

ます。 

 両案は、昨年の改正について引き上げ改定を行いました勤勉手当の支給割合について、

平成２９年度においては、６月期及び１２月期に当該引き上げ分を均等に割り振り支給す

ることとなるよう改めるものでございます。また、育児休業の取得促進を図るため、勤勉

手当の支給期間における決定日数の算定に当たり、育児休業に係る期間が１カ月以下であ

る場合は、当該期間を欠勤等の期間から除くものとする改正をするものであります。 

 両規則は、平成２９年４月１日から施行したいと考えております。 

 以上です。 

【菅谷委員長】  質疑をお願いいたします。よろしゅうございますか。 

 それでは、第３５号議案、第３６号議案について採決いたしますが、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  それでは、採決いたします。本件は、原案どおり可決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することと決定いたします。 

 次に、日程第１、第３７号議案 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規

則の一部を改正する規則について、説明をお願いいたします。 

 指導課長。 

【指導課長】  それでは、幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一

部を改正する規則について、ご説明いたします。 

 資料の１０をごらんください。 

 本案は、他の職員との均衡を図る観点から、人事交流により異動した場合の号給決定に

ついて定めた本条の規定を、都を退職して国に派遣されていた者の号給決定においても適

用できるよう規定整備を行うものであります。本規則は、平成２９年４月１日から施行す

るものであります。 

 説明は以上です。 

【菅谷委員長】  指導課長、１つだけ。「等」というのが入ったんですが、交流以外に何

か出向が。 

 指導課長。 
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【指導課長】  そもそも人事交流となっているものは、区市町村間の異動でありまして、

この「等」というのは、国に、例えば文部科学省に派遣するというようなことで、国との

人事交流を指したものでございます。 

 ちなみに、区の職員は入っていたのですが、幼稚園教育職員には「等」が入らないまま

これまで使われていましたので、改めてここで「等」を入れさせていただいております。 

 以上です。 

【菅谷委員長】  わかりました。質疑はございませんでしょうか。よろしゅうございま

すか。 

 それでは、幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規

則について、採決いたしますが、ご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  それでは、採決いたします。本件は、原案どおり可決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することと決定いたします。 

 次に、日程第１、第３８号議案 学校教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正

する規則について、説明をお願いいたします。 

 指導課長。 

【指導課長】  続いて、学校教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

について、説明いたします。 

 資料１１をごらんください。 

 本案は、東京都の副校長の管理職手当の引き上げに合わせて、区固有教員の副校長の管

理職手当を引き上げる改正を行うものであります。 

 具体的な改定内容といたしましては、現行の７万２,３００円から８万７００円に、８,

４００円引き上げることといたします。 

 本規則は、平成２９年４月１日から施行したいと考えております。 

 以上です。 

【菅谷委員長】  質疑はございませんか。 

 私のほうから１つだけですが、実際の金額が変わったということで、どこかとのバラン

スをとった結果だと思うんですが、そのように考えていいんでしょうか。 

 指導課長。 

【指導課長】  副校長の勤務状況は、非常に厳しい状況にございますので、都としても、

この状況を踏まえて管理職手当を引き上げることを行っております。今回は、それを踏ま

えて区固有教員で初めて管理職となる副校長に対しても都と同様に管理職手当を引き上げ

る改正を行うべく、出させていただいたものです。 

 以上です。 

【菅谷委員長】  はい。わかりました。質疑はございませんでしょうか。 

 それでは、学校教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則について、採

決いたしますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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【菅谷委員長】  それでは、採決いたします。本件は、原案どおり可決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【菅谷委員長】  異議なしと認め、本件は、原案どおり可決することと決定いたします。 

 次に、日程第２、報告事項１ 学事制度審議会第６回の報告について、説明をお願いい

たします。 

 学校計画担当課長。 

【学校計画担当課長】  それでは、資料の１４になります。学事制度審議会第６回の報

告について、ご説明させていただきます。 

 ３月１６日でございますけれども、学事制度審議会第６回目が開催されました。当日は、

議論されました項目としましては、３番の議題のところにございますが、品川区立義務教

育学校に関する学事制度等のあり方についてということで、前回までで学区域等に関して

一定の整理がつきましたので、また、新たな課題として、義務教育学校に関する議論をし

ていただいたところでございます。 

 具体的には、下の①から⑤に書かれている部分が論点となりまして、ご議論いただいた

ものでございます。 

 ①が、義務教育学校のあり方に関する教育的観点からの検討ということで、こちらは、

義務教育学校の教育側面の部分につきまして、現在は、品川教育検討委員会のほうで検討

を進めておりますので、こちらからの報告といいますか、考え方について一定のご教示を

いただいているということでございます。それに基づいて、学事制度として落とし込んだ

ときにどうなるかということをご議論いただいたということでございます。 

 ②から⑤までは、学事制度審議会で検討いただいている、それぞれの項目になります。

それぞれの項目と義務教育学校の関係を論点としてご議論いただくと。義務教育学校だけ

取り出しても、議論が広がってしまってまとまりがつかないのはいけないということで、

学事制度審議会との関係を明確にしながらお話しいただこうということで、このような②

から⑤までの論点を指し示させていただいたものでございます。 

 ②が義務教育学校の適正規模。③が学区域ということで、この適正規模と学区域に関し

ましては、既に学事制度審議会の中で一定の議論はしていただいているところでございま

すけれども、その際にも、義務教育学校に関する視点があまり深くできていないのではな

いかというご指摘もいただいたところでございますので、改めまして、この場で義務教育

学校のそれぞれ適正規模・学区域についてご議論いただくというような趣旨で挙げさせて

いただきました。 

 また、④と⑤。④は学校選択制に関すること、それから、⑤は義務教育学校の今後の展

開ということで、こちらは学事制度審議会でこれからご審議いただく部分でございますけ

れども、逆に、義務教育学校との関係性を一旦こちらのところでご議論いただき、整理を

していただいた上で、改めまして、それぞれ各選択制等について深くご議論いただくとい

ったことを想定してございます。 

 当日は、こういった形でかなり広い範囲で論点をご提示させていただいたものですから、

１個１個潰していくという形よりも、むしろそれぞれの委員さんのお立場から、自由な形

でご議論いただきながら、次回、ある程度、一定の整理をつけたいというような形で進め
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させていただきますので、この場でどういった形でご意見が出たのかというのは、一言で

なかなか申し上げるのが難しく、かなり幅広いご議論をいただいているということでござ

います。 

 先ほど申し上げましたとおり、次回、４月の学事制度審議会におきまして、この義務教

育学校の考え方について一定の整理をしていきたいと考えているところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

【菅谷委員長】  質疑はございませんでしょうか。 

 だんだん核心に触れてくるような話題になってきたような感じがするんですけれどもね。

次回のあれが楽しみですね。 

 よろしゅうございますか。学事制度審議会第６回の報告について、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【菅谷委員長】  では、本件は了承いたします。 

 次に、日程第２、報告事項２ 平成２８年度インフルエンザ様疾患による臨時休業措置

状況について、説明をお願いいたします。 

 学務課長。 

【学務課長】  それでは、私からインフルエンザ様疾患による臨時休業措置状況につい

て、ご報告いたします。 

 資料は１５になります。３ページ目をごらんいただきたいと思います。 

 前回、３月３日にご報告させていただいた時点では、ナンバー６１の品川学園まででご

ざいました。その後、６２から６７まで６件８学級が学級閉鎖ということで、新たに追加

されたことでございます。 

 これによりまして、今シーズン１１月に２件２学級、１２月に９学級、１月が一番ピー

クでして４７学級、そして２月が２６学級、３月は８学級ということで、合計、今シーズ

ン９２学級が学級閉鎖になったということでございます。 

 ちなみに、昨年は、８２学級ということですので、１０学級ほど増えたということでご

ざいます。学級閉鎖になった学校数でございますけれども、小学校が２３校、中学校が５

校。義務教育学校で５校。合計が３３校ということでございます。学級閉鎖にならなかっ

た学校もあるということでございます。 

 私からの報告は以上でございます。 

【菅谷委員長】  質疑はございませんでしょうか。 

 それでは、平成２８年度インフルエンザ様疾患による臨時休業措置状況について、よろ

しいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【菅谷委員長】  では、本件は了承いたします。 

 次に、日程第２、報告事項３ 学力定着度調査の実施について、説明をお願いいたしま

す。 

 指導課長。 

【指導課長】  それでは、資料１６、平成２９年度品川区学力定着度調査の実施につい

てをごらんください。 

 これまでも、第４学年と第７学年において実施してきた区独自の学力調査でありますけ



13 

 

れども、経年で子供一人一人の変化を見ることが難しいということ、さらに各学校でもプ

ラン２１予算を活用して、標準型の学力調査を行ってきたということから、両方１つにま

とめまして、第２学年から第９学年、全ての学年において毎年４月に学力調査を実施する

ことで、各学校の指導計画の見直し、また、指導方法の改善、児童・生徒の学力向上及び

学校改善に資することを目的として、次年度からこれまでの区の学力定着度調査を改善す

るような形で実施していきたいと考えております。 

 調査の目的は、大きく３点記しましたけれども、（１）学習指導要領に示された教科の目

標や内容の実現状況を把握し、教育課程や指導方法等に関わる区の課題を明確にすること

で、その充実・改善を図るとともに、区の教育施策に生かす。２点目といたしまして、各

学校は、教育課程や指導方法に関わる自校の課題・解決策を明確にするとともに、調査結

果を経年で把握することで、児童・生徒一人一人の学力の向上を図る。３点目として、区

民に対し、区立学校における児童・生徒の学力等の状況について、広く理解を求める。こ

の３点を目的としております。 

 調査日時は、平成２９年４月１９日水曜日でございます。 

 ３番目、調査内容でありますけれども、教科としましては、第２学年及び第３学年は、

国語、算数の２教科。そして、第４学年から第６学年は、国語、算数、社会、理科の４教

科。第７学年から第９学年は、国語、数学、社会、理科、英語の５教科。それに加えて、

意識調査としまして、児童・生徒の学習や生活に関する意識や生活状況等を調査していき

たいと考えております。 

 スケジュールでありますけれども、６月９日に各学校に調査結果を返却予定でございま

す。７月下旬までに各学校で結果分析及び改善策の検討を組織的に行ってもらうよう指導

していきたいと思っています。８月下旬までに校区教育協働委員会または外部評価委員会

への報告。９月上旬に各校による態度表明の作成。そして、９月２０日水曜日に各学校の

ホームページに公表ということで考えているところでございます。 

 説明は以上です。 

【菅谷委員長】  どうぞ、鈴木委員。 

【鈴木委員長職務代理者】  毎年、各学年でやるということで、それは画期的なことだ

と思いますけれども、学校で負担になるという声はないですか。 

【菅谷委員長】  指導課長。 

【指導課長】  これまでも区の調査とは別に、各学校でプラン２１の予算を使って、２

年生から９年生まで学力調査を行っていたという実態がございますので、新たな負担にな

るということは考えられないと思います。 

 以上です。 

【鈴木委員長職務代理者】  ありがとうございます。 

【菅谷委員長】  冨尾委員。 

【冨尾委員】  転校したりした場合、区内での転校などのときには、前にやられたもの

が使われるというか、同じように評価になるんでしょうか。 

【菅谷委員長】  指導課長。 

【指導課長】  区内で転校したり、区内中学校への進学、または義務教育学校への転学

等につきましても全て対応が可能ということになりますので、区内で生活している間は、
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どこの学校に行っても、必ず、その子供の学力の経緯がわかるようになっているところで

ございます。 

 以上です。 

【冨尾委員】  ありがとうございます。 

【菅谷委員長】  質問というよりは……。非常に画期的な調査方法になると思います。

前々から言っているように、子供をマスで見るのではなくて、個々の子供の成長発達とい

うのは、やっぱり学習の中で一番大事なことだと思うんですよね。統計学的に考えても、

どこでつまずいたか、どこで頑張ったか、そういうことがわかるというのは、非常に指導

の手当てをするのに一番いいことだと私は思うんですね。 

 それから、こんなに多く教科をやっていただくということは、やっぱり教科と教科の特

性があると思うんです。そのことがわかるんだと、一つの指導パターンというんですか、

よりよいものが出てくるのじゃないか。教育学としては、非常にありがたい。これだけの

大規模なものが手に入るデータとしてあるということは、すごくいいことではないかなと

思っています。 

 経年変化をするということで、数年続けるということだと思います。そのためにも財政

措置とか、いろいろなことについても考えなければいけないということと、同時に、結果

をうまく使うということが次の課題にはなると思うんですね。その辺の算段。ぜひ、十分

に考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

 ほかに質疑はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、学力定着度調査の実施について、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【菅谷委員長】  では、本件は了承いたします。 

 次に、日程第３、その他、平成２９年４月の行事予定について、説明をお願いいたしま

す。 

 庶務課長。 

【庶務課長】  それでは、私から平成２９年４月の行事予定について、ご説明いたしま

す。 

 資料の１８番をごらんください。 

 ４月の１１日火曜日でございます。１４時３０分から教育施策連絡協議会がございます。

場所は、中野サンプラザとなってございます。 

 続きまして、４月１１日火曜日、１４時から教育委員会定例会が本来はございますが、

さっき申しましたとおり、教育施策連絡協議会と重なりますので、４月１８日１４時から

と日程と時間を変更したいと考えております。 

 続きまして、４月２５日火曜日、１４時からは教育委員会定例会のほうを行いたいと思

っております。 

 私からの説明は以上でございます。 

【菅谷委員長】  質疑はよろしゅうございますか。 

 参加の形態のところで、細かいことがもしわかれば、教えていただきたいのですけれど

も。４月１１日の都の施策連絡協議会のところで、もうお決まりでしたか。 
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【庶務課長】  １１日の教育施策連絡協議会のほうは、教育委員会事務局の庶務課のほ

うに集まっていただきまして、こちらから車をご用意いたしますので、車で中野サンプラ

ザまで行っていただくというような形を現在のところは考えてございます。 

【鈴木委員長職務代理者】  これは行きだけですよね。 

【菅谷委員長】  庶務課長。 

【庶務課長】  こちらは、行きだけと。帰りは、現地解散ということでお願いいたしま

す。 

【菅谷委員長】  集合時間は……。 

【庶務課長】  集合時間につきましては、現在、調整しておりますので、また、改めて

事務局のほうから連絡のほうをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

【菅谷委員長】  わかりました。 

 質疑はございますでしょうか。日程全体、よろしいでしょうか。 

 それでは、平成２９年４月の行事予定について、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【菅谷委員長】  では、本件は了承いたします。 

 その他報告案件はございませんか。 

【庶務課長】  あとは特にございません。 

【菅谷委員長】  はい。わかりました。 

 次に、先ほど決定いたしましたとおり、非公開の会議を開きますので、傍聴の方はご退

室をお願いいたします。 

 

（傍聴者退席） 


